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第一種フロン類充塡回収業者登録状況 



フロン類回収量の推移 

全国 
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整備時 

廃棄時等 



立入件数 

第一種特定製品管理者 

２７年度：１２ 

第一種フロン類充塡回収業者 

２７年度：１８ 

建設リサイクル法合同パトロール 

２７年度：６９   ２８年度：６７ 

フロン排出抑制法に基づく立入検査 



点検記録簿及び個別の第一種特定製品について、
担当者から聴取を行いながら確認します。 

点検記録簿の確認 

記載事項、点検の頻度、点検の体制、修理やフロン
類充塡回収の状況 等 

第一種特定製品の確認 

設置場所の環境とその維持 等 

第一種特定製品管理者への立入検査 



点検記録簿に必要な事項が記載されていないこと
があります。 

管理者の氏名又は名称（法人にあっては、管理
に従事する者の氏名を含む。） 
点検実施者の署名はあるが、管理者等の情報が無い。 

整備時の記録 
点検については記録しているが、修理等によるフロン類の
充塡・回収を行った時の記録が無い。 

第一種特定製品管理者への立入検査 



管理担当者の異動により、うまく引き継ぎができてい
ないことがあります。 

後任者はウォータークーラーが管理対象だと認
識していなかった。 
点検を行っていなかった。 

第一種特定製品管理者への立入検査 



よく受ける質問 

点検記録簿は紙で残さないといけないのか。 

⇒電子媒体でもかまいません。 

点検記録簿はいつまで保存しないといけないのか。 

⇒対象の第一種特定製品を廃棄するまで保存しなけれ
ばいけません。 

第一種特定製品管理者への立入検査 



点検記録簿 

 

 

 

 

 

 

 

      日設連ホームページ 
http://www.jarac.or.jp/kirokubo/index.html 

 

参考様式 

 



点検記録簿 

京都府HPで点検記録簿（簡易点検）の参考様式を公開しています。 
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一体型 別置型 



数千にも及ぶ第一種特定製品を管理するため、個々に
割り当てた管理番号を記載した「管理シール」を貼付 

⇒社員の誰もが第一種特定製品であることを認識でき、
誤った管理・廃棄を防止 

第一種特定製品管理者の取組例 

フロン法対象機器 

 ２０００ 



第一種特定製品を廃棄する場合には、フロン回収済みで
あること、行程管理票発行済みであることを記載した「廃
棄シール」を「管理シール」に重ねて貼付の上、廃棄。 

⇒フロン未回収のまま廃棄してしまうことを防止 

第一種特定製品管理者の取組例 

フロン法対象外 

  フロン抜き取り済 
 行程管理票交付済 



京都府ホームページ 

『業務用冷凍冷蔵空調機器ユーザー（管理者）の取組』 
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京都府ホームページ 
 



京都府ホームページ 
 



適正な管理をよろしくお願いします。 
 

京都府環境部環境管理課大気担当 

 tel 075-414-4709 
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